　　　　　　　　　　　　田谷御霊社氏子会会則　改正案
（名称および所在地）
第1条 [bookmark: _Hlk214369828]本会は田谷御霊社(以下[御霊社]という｡)氏子会と称し､事務所を田谷町1506番地に置く｡

（会員）
第2条 本会は田谷町に居住し、本会の目的に同意した者（以下「氏子」という）により構成する。

（目的）
第3条 本会は武勇と湘南地域一帯の開発の治績を謳われる鎌倉権五郎景政を御霊社に祀って護持し、災厄防除と事業、自己の努力等の成就、氏子の身体健全と融和を祈願する。
第4条 
（事業）
第4条　本会は御霊社を護持運営し、次の事業を行う。
１.社殿および境内の管理
２.祭礼行事
３.施設の利用、貸出し、その他
（役員）
第５条　本会に次の役員をおく。
1． 総代　　　　　　　　   １名
2． 副総代　　　　　　　　  3名以内（町内会代表者枠を含む）
3． 会計　　　　　　　　　  1名
4． 総務　　　　　　　　　  2名　　
5． 監事　　　　　　　　　  2名
6． 部長　　　　　　　　　　4名
7． 顧問　　　　　　　　　若干名

（役員の選任および任期）
第6条　役員の選任は、氏子に会則および運営細則、選任方法を告知して選任するものとする。
[bookmark: _Hlk212537431]2．役員は、立候補したまたは推薦された氏子の中から、候補選考委員会または役員会が多数決で候補者を絞り込み、定期総会に提案し､出席者の過半数の賛成をもって決定する｡
3．役員の任期は選任された定期総会の日から3年間とし、再任は２期までとする。
　　　　　　ただし特段の理由がある場合は、さらに1期を限度として再々任することができる。

（役員の職務）
第７条　役員は連帯して護持運営計画を立案し、その適正な実施に努めるものとする。
１．総代は役員を督励して護持運営の推進を図り、会を代表として渉外を司る｡
２．副総代は総代を補佐し、祭礼行事などの企画・実務を分担し、執行を司る｡
[bookmark: _Hlk215912422]３．会計は総代および役員会の決定に従い購買および発注、出納事務を行うものとする。
４．総務は会議の議案・資料・議事録等を作成し、広報、庶務などの事務を司る｡
５．監事は会計監査の他、平素から事業実施状況を監査し、改善意見を提出する。
６．部長は、役員会と世話人・氏子間の意思疎通を促進し、業務の連絡・調整を司る。
７．顧問は総代経験者から選任し、護持運営の知識・経験の継承と助言を司る。

（役員会）
[bookmark: _Hlk211513705]第８条　役員会は第5条に定める者及び総代が招集する者で構成し、議決は多数決による｡
（氏子総会））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第９条　氏子総会は、毎年１回、定期に通常総会を開催し、必要ある時は臨時総会を開く。
氏子総会は、護持運営に関する重要事項を審議し、次の事項を議決する。
１）護持運営計画および予算の決定
２）事業報告および決算の承認
３）役員の選任および解任
４）会則及び運営細則等の改正
５）その他必要な事項
2．氏子総会の出席者は第5条に掲げる役員、氏子世話人および氏子とする。　

（全体会議）
第10条　御霊社の護持運営に係る個別の重要事項について審議・決定するため開催する。
1） 祭礼催行の企画・準備および運営に関する事項
2） 社殿および境内の整備、組織の改善、改革等に関する事項
３）その他
全体会議の出席者は前条第2項に掲げる役員、各組世話人および氏子とする。　

（氏子世話人の選任）
[bookmark: _Hlk201409565]第11条　本会の事業が氏子の理解と協力のもと推進されるよう､組ごとに氏子世話人をおく。
氏子世話人（以下、「世話人」という。）は、組内の氏子の互選で1名を選任することとする。世話人の任期は1年とし、再任を妨げない。

（世話人の任務・権能）
第12条　世話人および氏子は定期総会、全体会議に出席して意見を述べることができる。また総会等の決定を受けて御霊社の護持運営･行事等に参画し、協力するものとする。

（財源）
第13条　御霊社は次の収入を財源とし、護持運営の経費を支弁する。
1． 賽銭収入
2． 燈明銭奉賛収入
3． 祭礼祝金収入
4． 寄付金、その他

[bookmark: _Hlk215911938]（会計）
[bookmark: _Hlk214007334]第14条　本会の護持運営に係る出納は、総代および役員会の決定に従って会計が執行する｡
　　　　　購買および発注等に係る手続きについては、運営細則に定める。

（会計年度）　　　　　　、
第15条　本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
[bookmark: _Hlk212539499]
（経過措置）
第16条　令和8年6月の定期総会に提案する役員の選任は、第6条の規程に拘わらず、立候補した、または他薦された氏子の中から令和7年度の役員会が予め候補者を選任して､総会で決定するものとする｡
（付則）
第17条
　この会則は令和8年6月　日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　田谷御霊社氏子会運営細則
１．役員の会務分担
１）総代は役員を督励して護持運営を適切に推進するとともに、渉外業務にあたる。

２）副総代は総代を補佐して次の事項の護持運営の実務を分担し、他の役員、世話人、
氏子に諸行事等への参画と協力を要請し、実施するものとする｡
　　 ⅰ）祭礼実施の細部企画、事前準備、物資の調達、護持行事実施上の折衝、調整、
　ⅱ）祭礼当番と連携し、食材他物品の調達・支援
　ⅲ）社殿の清掃、祭壇の整備、灯篭の絵描き・掲揚などの段取り
　ⅳ）設営、幟掲揚・降納、テント・機器・備品等の借入・返却
　ⅴ）その他必要な事項　

3）部長は役員会と世話人ならびに氏子との連絡・調整に当り、御霊社の護持運営、行事等への
参画について世話人ならびに氏子の理解と協力を得るよう努めるものとする。
ⅰ) 御霊社の連絡・資料等の配布、氏子への回覧依頼
ⅱ）燈明銭奉賛依頼と御札のとりまとめ、会計への納付、
ⅲ）御霊社護持運営・祭礼行事などに関する意見、要望などの聴取　
[bookmark: _Hlk211342387]
４）世話人は次の職務をとり行うものとする。
　　　　ⅰ）氏子総会、祭礼準備全体会議その他全体会議への出席と審議
ⅱ）御霊社の回覧の供覧、回収、保管
ⅲ）御霊社清掃当番にあたっての氏子への参加呼びかけ
ⅳ）祭礼行事（準備、宵宮、納付本祭り、片付け）などへの参加
ⅴ）燈明銭奉賛依頼及び部長への納入
ⅵ）御霊社の御札のとりまとめ、配布、代金収納、部長への納付

[bookmark: _Hlk219375493]５）会計は総代および役員会の決定に従い、必要な購買、工事発注等を行う。
　　　ただし、護持運営に必要な定常的な経費については、会計の権限で支出することができる。
購買、工事発注等の内容または金額等により、決裁の適正化を図り、また会計事務を軽減する必要がある時は、次に掲げる措置を講ずることができる。
[bookmark: _Hlk215874151]ⅰ）1件5000円以下の支出が年間を通じて多数回にわたり継続的に行われて出納が煩瑣となる業務については、会計はその都度の会計処理に替えて、一定期間の会計を当該業務担当者に委任することができる。
この場合、会計は購入･支払い単価等を査定し、業務担当者に提示するものとする。
当該担当者は支出事由､金額､支払先等を様式―１の様式に従って出納簿に記載して立替払いし、後日、証拠書類一式と出納簿を添えて実費の支払いを請求するものとする｡
　　　　ⅱ）1件1回5000円を超える支出で、緊急を要し、事前に決裁を得ることができない場合は、様式―２の稟議書に従って起案し、役員会の承認を得て支出することができる。
ⅲ）1件5万円を超える調達、工事等は、案件を広告して入札または相見積もりに付す。
ⅳ）稟議書、出納簿は、支出事由、金額、発注先等を具体的に記入して提出するものとする。外部から調達した場合は、証拠書類を提出することとする。
ⅴ）会計は、確定した収入・支出については会計帳簿に記録し、会員から請求あったときは速やかに開示することとする。
ⅵ)　賽銭、施設使用料などの収納
　　 ⅶ)　会議、行事などの際に参加者に提供する飲料等の購入

様式―１
[image: ]
　　　
様式―２　　稟議書　
[image: ]
　　
２．謝金等
　　ⅰ）外部依頼の灯篭絵描き謝礼　一式20,000円　　氏子有志の絵描きは無償とする。
　　ⅱ）世話人氏子以外の外部に祭礼祝金の筆耕を依頼する場合の謝礼　　10,000円
　　ⅲ）この細則によることができない場合は、役員会で決定する。

３．施設の使用、貸出し規程（案）
　　氏子または町民から、御霊社の施設の使用、貸出しについて希望があった時は、役員会はその企画内容を審査してこれを認めることができる。　
2） 利用者の範囲　　
ⅰ）主催者が御霊社の氏子、または田谷町住民であること
ⅱ）企画・運営に反社会的勢力が関与していないこと
3）．使用・貸出しの手続き
ⅰ）施設等の使用・貸出しの範囲は、当面、社務所に限定する。
ⅱ）利用希望者は、使用・貸出し予定日の1か月前までに、御霊社氏子会総務あてに、または部長もしくは世話人あてに電話、メール等で申込むこと
ⅲ）総務は、部長または世話人から2）の申込みを受けて使用・貸出し事項を確認して記入用紙に記入し、社務所に掲示する。
　[image: ]
ⅳ）使用・利用内容に受容し難い相当の理由がある場合は、利用を断ることがある。
ⅴ）施設貸出し・利用については、役員会が御霊社の回覧などで適切な広報を行う。

 4）利用上の一般的注意
ⅰ)公序良俗に反しないこと、また、大音量を発生させないこと
ⅱ)飲食目的の会でないこと（給水および午前～午後利用の場合の昼食を除く。）
ⅲ)承認されたもの以外の施設・設備等は使用しないこと
ⅳ)使用後は原状復帰すること
ⅴ)使用済みの物品、ゴミ等は持ち帰ること．
[bookmark: _Hlk211348175][bookmark: _Hlk213330697]5）施設の貸出し時間帯は、午前は09：00～12：00、午後は13：00～16：00とし、全日貸出しの場合は09：00～16：00、夜間貸出しは18：00～21：00とする。
6）使用料は、半日300円、全日および夜間は各500円とする。
7）使用料は下記様式の領収証で総務が利用者から徴収し、会計に納付するものとする。

[image: ]

付則　この運営細則は令和8年6月　日から施行する。
2

image3.emf
月 日 曜日

開始時刻終了時刻

使用形態・名称・内容等 申込人組名／氏名／電話番号

10:00 15:00(例)〇〇〇〇の展示 矢島國紀　851－6725

13:30 16:00(例)〇〇〇手芸教室

13:30 16:00(例)手作り絵ハガキ作成・展示会


image4.emf
No.1 No.1

　　　　　宗教法人田谷御霊社 宗教法人田谷御霊社

　　　　金３００円也 　　　　　金３００円也

ただし、御霊社施設利用料　 ただし、御霊社施設使用料

　会議室10：00～12:00利用料 上記金額のとおり、確かに領収しました

2026年8月6日 2026年8月6日

領収証　(控) 領　収　証（例）　

                      　様 　　　　　　　　　　　　様


image1.emf
月 日 書類名 用紙印刷内容、内訳 印刷枚数 合計金額

4 27役員会議案 Ａ４８ｐ×8部 両面64枚 640 0 640

5 12回覧　氏子総会の開催について Ａ４１ｐ×35枚 35枚 350 0 350

5 144/27役員会議議事録 Ａ４１ｐ×7枚 片両刷り 70 0 70

5 14社務所清掃関係調査結果 Ａ４１ｐ×7枚 片両刷り 70 0 70

6 5総会報告・提案事項　　総務矢島 Ａ４１ｐ×２枚×7セット 片両刷り 140 0 140

6 10回覧　氏子総会議事録 Ａ４回覧2P×40枚 両面40枚 800 0 800

6 18社務所の古畳廃棄処分、稟議書 Ａ４役員配布、4p×10部 両面40枚 400 0 400

7 1田谷御霊社のしおり　 Ａ４2ｐ×50部、　　　カラー2ｐ 両面100枚 1,000 1,000

7 6第2回御霊社役員会議議案 Ａ４10ｐ×10 部　　　カラー5ｐ 両面100枚 250 500 750

7 8同上会議議事録 Ａ４2ｐ×１0部　　 両面20枚 100 100

7 25社務所仮改装工事写真 Ａ４４ｐ×12部　　　　カラー3ｐ 両面48枚 60 360 420

7 25祭礼準備役員会議議案 Ａ４16ｐ×12部    　 カラー1ｐ 両面96枚 900 120 1,020

7 28同上会議議事録 Ａ４6ｐ×10部　　　　カラー1ｐ 両面30枚 250 100 350

3 御霊社のしおり Ａ４50枚、両面カラー 両面印刷

印刷費等

令和７年４月～令和８年3月分集計　　　　　　　　　　　3/30 請求分

墨金額　　カラー金額

　　　　　　　令和７年度御霊社文書印刷一覧表　兼請求書

4月～6月コピー用紙矢島購入。印刷単価モノクロ@10円、

カラー＠20円請求せず

旧消防団のA4コピー用紙使用。　印刷単価モノクロ＠5円、カラー＠10円と改訂して、カラー印刷分も請求する。 7月～12月　旧消防団のコピー用紙使用。


image2.emf
役員回覧

　起案日

　起案者

 発注月日

承　認 総代 副総代 副総代 副総代 会計 担当者

　㊞／

✔

矢島國紀

　処　理

　起案日

　起案者

 購入月日

承　認 総代 副総代 副総代 副総代 会計 担当者

　㊞／

✔

矢島國紀

　処　理

　起案日

　起案者

 計画月日

承　認 総代 副総代 副総代 副総代 会計 担当者

　㊞／

✔

　処　理



 件    名

田谷御霊社経費支出　　　　　稟　　議　　書　　　　　　　 　　　　 2025年度２号

 件    名  社務所座卓の脚交換費用の支出

2025年6月12日

矢島國紀

特記事項 改造工事は矢島が行う。



2025年6月13日 購入月日2025/6/14 改造工事日2025年6月17日以降

支出事由  横浜市一般廃棄物収集運搬許可業者に畳の処分を依頼するに当っての経費

田谷御霊社経費支出　　　　　稟　　議　　書　　　　　　　 　　　　 2025年度第１号

 件    名  社務所の畳の廃棄処分費用の支出

2025年6月12日

矢島國紀



2025年6月12日 購入月日2025/6/14 工事月日　2025年6月17日以降

支出内容 畳処分費(＠2000×７)+手数料(＠2000×７)＝28,000円

支払金額 　手数料とも＝28,000円

支払条件 現金決済（会計で支出、または矢島國紀立替払い）

発注先 住所・氏名：横浜市戸塚区深谷町1938-13　(有)三和商事　電話851-7713

特記事項 業者は横浜市指定一般廃棄物処理業者組合の許可業者で地域ごとに指定あり



  ６月17 日、12時頃回収予定

支払条件 現金決済（会計支出または矢島國紀立替払い）

発注先 コーナン大船店

支出事由  座卓の脚を長い脚に交換し、椅子式会議机に改造する

支出内容 長脚購入費(＠1500×8本)＝12,000円程度

支払金額 消費税とも＝12,000円程度



支出事由  シンクと排水口をつなぐパイプの破損を修理する

支出内容 部材購入費(＠　　×１本)＝　　円とも水道工事業者に一式発注

  ６月17 日畳廃棄処分後以降



田谷御霊社経費支出　　　　　稟　　議　　書　　　　　　　 　　　　 2025年度３号

 社務所流し（シンク）の排水パイプの交換

2025年6月12日

矢島國紀

支払金額 消費税とも＝　　円

支払条件 現金決済

発注先 　



  ６月17 日畳廃棄処分後以降

特記事項



2025年6月13日 発注月日 工事日2025年6月17日以降


